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１ 委託業務名 

次期みやこ町総合計画（基本構想）策定支援業務委託 

 

２ 業務目的 

町政運営の基本方針となる「第３次みやこ町総合計画」は、令和 7年度に計画期間の最

終年次を迎えることから、現行計画の検証を行い、その成果や課題を踏まえたうえで、

「次期みやこ町総合計画（基本構想）」（以下「次期計画」とする。）の策定に着手する。 

次期計画は、少子高齢化や人口減少など、社会・経済環境の変化に対応するとともに、

町が抱える課題を的確に捉え、町民一人ひとりの暮らしや想いを反映した、地域全体で共

に描く計画とすることを目指す。行政主導の計画にとどまらず、町民・事業者・各種団体

など、地域に関わる多様な主体との対話と協働を重視し、持続可能なまちづくりの道筋を

共に考える計画とする。 

次期計画は、2026（令和 8）年度からの 8年間を計画期間とし、社会の急激な変化にも

柔軟に対応するため基本構想のみとする。また、策定過程においても住民参加の機会を積

極的に設け、対話と共創を通じたまちづくりを目指す計画を策定することを目的とする。 

 

３ 契約期間 

契約締結の日から令和８年３月２７日（金）まで 

 

４ 提出書類 

本業務の実施にあたり、本業務の契約書等に定めるもののほか、以下の書類を速やかに提

出すること。 

（１）業務計画書 

（２）履行着手届 

（３）管理技術者(履歴書添付) 

（４）業務工程表 

（５）その他当町が指示する書類 

 

５ 次期計画の概要 

 本町のまちづくりの基本理念及び基本目標を示すものをいう。目標年次を 2033（令和 15）

年度とし、構想期間は 2026（令和 8）年度から 2033（令和 15）年度までの 8 年間とする。 

※構想期間については、業務委託事業者決定後、変更の可能性もあり。 

 

６ 業務内容 

（１）総合計画のフォローアップ 

・事業評価支援・成果整理 
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（２）意見把握 

   ①住民意識調査（アンケート調査） 

   ・社会の動向等の整理、資料作成 

   ・アンケート調査の企画、集計、分析 

    対象者 3,000世帯 

   ・成果整理 

 

②住民ワークショップ開催支援 

・意見交換の場として開催する住民ワークショップの支援（３地区・各１回） 

   ・ワークショップの企画支援、出席、会議資料の作成、とりまとめ等 

・意見反映の検討 

 

③関係団体ヒアリング調査 

・まちづくりに関わる団体に対してヒアリングの実施、資料作成、取りまとめ等 

 

（３）各種会議の開催支援 

    ①総合計画審議会（3回程度） 

   ・会議への出席と助言 

   ・関連資料の作成支援 

   ・議事録の作成 

 

   ②総合計画策定委員会（3回程度） 

   ・会議への出席と助言 

   ・関連資料の作成支援 

   ・議事録の作成 

 

（４）職員ワークショップの開催支援  

・若手の職員を対象としたワークショップの開催を支援すること。 

・ワークショップの企画支援、出席、会議資料の作成、とりまとめ等 

・意見反映の検討 

 

（５）次期計画の作成・デザインレイアウト 

（１）〜（４）までを踏まえて、基本構想を作成すること。また、作成にあたり、次期計

画（基本構想）から総合計画実施計画、予算編成までのスキームの提案も踏まえること。 

（６）業務報告書の取りまとめ  

・上記（１）〜（５）までの内容を整理した業務報告書を作成すること。  
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７ 成果品 

成果品については、次のとおりとする。 

（１）業務報告書 ２部  

（２）次期みやこ町総合計画（基本構想） A4判カラー 60頁程度 500部 

（３）上記に関連するデータデータを格納した電磁記録媒体 １点  

 

８ 成果品の帰属等 

本業務における成果については、全て本町に帰属するものであり、本町の承認を得ずに

複製したり、他に公表したりしてはならない。 

また、履行に当たり、第三者の著作権等に抵触するものについては、受託事業者の責任

において処理するものとする。 

 

９ 留意事項 

この仕様書は、本町が想定する最低限の業務の概要を示すもので、受託事業者の提案内

容を制限するものではない。 

 

１０ その他 

（１）受託者は、業務上知り得た個人情報等の秘密を他人に漏らしてはならない。業務終

了後も同様とする。 

（２）受託者は、本業務に関する文献等資料を収集し、十分な調査をすること。 

（３）受託者は、業務の遂行に際し技術論文等の文献その他の資料を引用した場合には、

その出典を報告書に明記すること。 

（４）委託業務を円滑かつ適正に進めるため、打ち合わせ協議は、必要に応じてその都度

行う。 

（５）本仕様書に明記されていない事項、又は業務遂行に際して疑義が生じた場合は、本

町担当者と協議の上、その指示に従うこと。 


